
浜松市公告第 765 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による変更の届出

があったので、同条第 3 項において準用する同法第 5 条第 3 項の規定により次のとおり公

告する。当該届出及びその添付書類は、この公告の日から 4 月間浜松市産業部産業振興課

において縦覧に供する。 

令和 5年 6月 13 日 

                           浜松市長 中野 祐介 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 ピアゴ於呂 

  所在地 浜松市浜北区於呂字荒巻 982 番地 

２ 変更した事項 

（１）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

（変更前） 

名  称 代 表 者 住  所 

ユニー株式会社 代表取締役 佐古 則男 愛知県稲沢市天池五反田 1番地 

（変更後） 

名  称 代 表 者 住  所 

ユニー株式会社 代表取締役 関口 憲司 愛知県稲沢市天池五反田 1番地 

（２）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  （変更前）別紙「小売業者一覧」の通り 

  （変更後）別紙「小売業者一覧」の通り 

３ 変更の年月日 

  （１）平成31年4月15日 

（２）別紙「小売業者一覧」の通り 

４ 変更する理由 

  （１）設置者の代表者に変更が生じたため 

（２）小売業を行う者及び代表者に変更があったため 

５ 届出日 

  令和 5年 6月 6日 



別紙「小売業者一覧」 

(変更前) 

№ 小売業者名 代表者氏名 住所 主たる販売品目 備考 

1 ユニー株式会社
代表取締役 

佐古 則男 

愛知県稲沢市天池 

五反田町1番地 

食料品・衣料・

住居関連商品 

2
明和水産 

株式会社 

代表取締役 

青山 順一 

浜松市南区新貝町

508-1 
鮮魚  

3
カネ美食品 

株式会社 

代表取締役 

三輪 幸太郎

愛知県名古屋市緑区

徳重三丁目107 
総合総菜  

4
有限会社 

パルファン 

代表取締役 

川島 彰 

浜松市浜北区於呂

883 
ベーカリー  

5 株式会社セリア
代表取締役 

河合 宏光 

岐阜県大垣市外渕 

二丁目38番地 
均一雑貨  

6 株式会社不二家
代表取締役 

櫻井 康文 

東京都文京区大塚 

二丁目15-6 
和洋菓子・銘店 退店 

7
株式会社 

ボンシック 

代表取締役 

根岸 澄夫 

浜松市東区小池町 

149-2 
練り製品  

8 鈴木 真砂子 鈴木 真砂子
浜M津市東区半田 

三丁目47-2 

化粧品・ 

ドラッグ 
退店 

(変更後) 

№ 小売業者名 代表者氏名 住所 主たる販売品目 備考 

1 ユニー株式会社
代表取締役 

関口 憲司 

愛知県稲沢市天池 

五反田町1番地 

食料品・衣料・

住居関連商品 

代表者変更 

平成31年4月15日

2
明和水産 

株式会社 

代表取締役 

青山 順一 

浜松市南区新貝町

508-1 
鮮魚  

3
カネ美食品 

株式会社 

代表取締役 

園部 明義 

愛知県名古屋市緑区

徳重三丁目107 
総合総菜 

代表者変更 

令和元年5月30日

4
株式会社 

シマヤ 

代表取締役 

川島 彰 

浜松市浜北区於呂

883 
ベーカリー 

名称変更 

令和元年6月1日 

5 株式会社セリア
代表取締役 

河合 映治 

岐阜県大垣市外渕 

二丁目38番地 
均一雑貨  

6
株式会社 

ボンシック 

代表取締役 

根岸 澄夫 

浜松市東区小池町 

149-2 
練り製品  


